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ン・ジ
ェ
イ
ン
）は
、盧
武
鉉
と
同
じ
系
譜
に
属
す
る
。
文
在
寅
は「
戦

時
」
作
戦
統
制
権
に
つ
い
て
「
任
期
内
の
転
換
・
推
進
」
を
公
約
の

一
つ
に
掲
げ
て
お
り
、
韓
国
が
「
戦
時
」
作
戦
統
制
権
の
返
還
を
米

国
に
求
め
る
こ
と
は
確
実
視
さ
れ
た
。
し
か
も
そ
の
間
、
盧
武
鉉
政

権
下
で
米
国
と
合
意
し
た
在
韓
米
軍
の
移
転
計
画
は
反
古
に
な
っ
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
一
七
年
七
月
に
は
ソ
ウ
ル
龍
山（
ヨ
ン
サ
ン
）

に
あ
っ
た
第
八
軍
司
令
部
が
平
澤
に
移
転
し
、
昨
年
六
月
に
は
在
韓

米
軍
司
令
部
と
国
連
軍
司
令
部
も
平
澤
移
転
を
済
ま
せ
た
。
そ
の
結

果
、
ソ
ウ
ル
以
北
に
は
第
二
一
〇
砲
兵
旅
団
な
ど
の
実
戦
部
隊
が
残

留
す
る
の
み
と
な
っ
て
い
た
。

　

文
在
寅
が
選
挙
公
約
に
掲
げ
た
「
戦
時
」
作
戦
統
制
権
の
「
転
換・

推
進
」
は
ど
の
よ
う
な
形
を
と
る
の
か
。
そ
の
輪
郭
の
一
端
を
示
し

た
の
が
、
昨
年
一
〇
月
末
の
第
五
〇
回
米
韓
安
保
協
議
会
だ
っ
た
。

そ
こ
で
マ
テ
ィ
ス
米
国
防
長
官
と
鄭
景
斗
（
チ
ョ
ン・ギ
ョ
ン
ド
ゥ
）

韓
国
国
防
部
長
官
は
、
韓
国
が
「
戦
時
」
作
戦
統
制
権
を
回
収
し
た

後
、「
未
来
連
合
司
令
部
（future com

bined com
m
and

）」
を

構
成
す
る
こ
と
を
謳
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
米
韓
連
合
軍
司

令
部
の
司
令
官
・
副
司
令
官
の
上
下
関
係
を
逆
転
さ
せ
、
韓
国
軍
大

将
が
司
令
官
と
な
り
、
米
軍
大
将
が
副
司
令
官
と
な
る
と
い
う
。
米

軍
が
他
国
軍
の
作
戦
統
制
を
受
け
る
と
い
う
変
則
的
な
連
合
司
令
部

は
ど
の
よ
う
に
構
想
さ
れ
た
の
か
。
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
下
で
そ
の
構

想
は
加
速
す
る
の
か
。
そ
し
て
、
ど
ん
な
問
題
を
孕
む
の
か
。

「
連
合
戦
区
司
令
部
」
の
挫
折

　

実
は
、「
未
来
連
合
司
令
部
」
の
構
想
に
は
同
様
の
前
例
が
あ
る
。

朴
槿
恵
政
権
前
期
の
「
連
合
戦
区
司
令
部
」
構
想
が
そ
れ
で
あ
る
。

朴
槿
恵
は
、二
〇
一
二
年
末
の
大
統
領
選
挙
で
の
選
挙
公
約
で
、「
戦

時
」
作
戦
統
制
権
の
返
還
と
「
韓
国
軍
主
導
・
米
軍
支
援
の
指
揮
体

系
を
持
つ
新
し
い
連
合
防
衛
体
制
」
を
掲
げ
て
い
た
。
韓
国
が
「
戦

時
」
作
戦
統
制
権
を
回
収
し
た
上
で
「
連
合
防
衛
体
制
」
が
司
令
部

を
構
成
す
る
な
ら
、
そ
れ
を
「
主
導
す
る
」
韓
国
軍
が
司
令
官
と
な

り
、
米
軍
は
副
司
令
官
と
な
る
。
早
く
も
同
年
六
月
、
金
寛
鎮
国
防

部
長
官
は
ヘ
ー
ゲ
ル
米
国
防
長
官
か
ら
「
連
合
戦
区
司
令
部
」
を
構

成
す
る
こ
と
に
合
意
を
と
り
つ
け
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
当
時
の
北
朝
鮮
の
核
・
ミ
サ
イ
ル
脅
威
は
、
韓
国
軍

が
「
戦
時
」
作
戦
統
制
権
を
回
収
す
る
に
も
、
韓
国
軍
が
司
令
官
と

な
る
「
連
合
戦
区
司
令
部
」
を
構
成
す
る
に
も
大
き
す
ぎ
た
。
北
朝

鮮
は
朴
槿
恵
の
大
統
領
就
任
式
の
直
前
に
第
三
回
核
実
験
を
行
っ
た

後
、
軍
事
停
戦
協
定
の
「
完
全
白
紙
化
」
を
宣
言
す
る
な
ど
、
緊
張

を
高
め
て
い
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
朴
槿
恵
政
権
は
、
北
朝
鮮
の
ミ
サ

イ
ル
発
射
の
兆
候
を
い
ち
早
く
察
知
し
、
そ
れ
を
無
力
化
す
る
「
キ

ル・チ
ェ
ー
ン
」
に
加
え
、大
気
圏
内
で
ミ
サ
イ
ル
を
迎
撃
す
る
「
韓
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現
在
、
米
軍
の
掌
中
に
あ
る
韓
国
軍
に
対
す
る
「
戦
時
」
作
戦
統

制
権
の
返
還
を
米
国
に
求
め
た
の
は
盧
武
鉉
（
ノ
・
ム
ヒ
ョ
ン
）
大

統
領
だ
っ
た
。
盧
武
鉉
は「
戦
時
」作
戦
統
制
権
を
回
収
し
て
こ
そ
、

韓
国
軍
は
「
自
主
軍
隊
」
に
な
れ
る
と
主
張
し
、
そ
れ
に
対
し
米
国

は
「
戦
時
」
作
戦
統
制
権
を
返
還
す
れ
ば
、
北
朝
鮮
抑
止
の
主
力
が

韓
国
軍
に
な
る
以
上
、
在
韓
米
軍
が
北
朝
鮮
だ
け
で
は
な
く
多
様
な

脅
威
に
柔
軟
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
前
線
か
ら
南
方
の
平
澤
（
ピ
ョ

ン
テ
ク
）
な
ど
に
移
転
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
二
〇
〇
七
年
に
成
立

し
た
米
韓
合
意
は
、
一
二
年
四
月
に
韓
国
が
「
戦
時
」
作
戦
統
制
権

を
回
収
し
―
―
米
韓
連
合
軍
司
令
部
は
解
体
―
―
そ
の
と
き
に
米

国
が
在
韓
米
軍
の
再
配
置
を
完
了
す
る
と
さ
れ
、
両
者
が
条
件
関
係

に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
。

　

し
か
し
、
盧
武
鉉
政
権
が
「
戦
時
」
作
戦
統
制
権
の
返
還
時
期
を

任
期
終
了
後
に
設
定
し
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
保
守
政
権
が
そ
の
合

意
を
覆
す
余
地
を
残
し
た
。
李
明
博
（
イ
・
ミ
ョ
ン
バ
ク
）
政
権
で

「
戦
時
」作
戦
統
制
権
の
返
還
は
、米
韓
連
合
軍
司
令
部
が
解
体
さ
れ
、

在
韓
米
軍
司
令
部
と
並
立
す
る
独
自
の
司
令
部
を
持
つ
べ
く
議
論
さ

れ
た
が
、
李
明
博
は
こ
れ
を
「
時
期
尚
早
」
と
し
て
一
五
年
末
に
延

期
し
、
続
く
朴
槿
恵
（
パ
ク
・
ク
ネ
）
政
権
も
再
延
期
し
た
。

　

朴
槿
恵
の
弾
劾
・
罷
免
を
受
け
大
統
領
に
就
任
し
た
文
在
寅
（
ム

防
衛
大
学
校
教
授

倉
田
秀
也

「
韓
国
軍
が
米
軍
を
統
制
す
る
」
他
に
類
を
見
な
い

連
合
司
令
部
の
構
成
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。

南
北
首
脳
会
談
で
の
軍
事
的
信
頼
醸
成
の
議
論
や
、

経
済
的
動
機
で
同
盟
を
見
直
し
た
い
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
動
き
。

米
韓
同
盟
の
「
変
質
」
は
い
か
に
。

く
ら
た　

ひ
で
や　
一
九
六
一
年
生
ま
れ
。

慶
應
義
塾
大
学
卒
、
同
大
学
院
修
了
。
韓

国
延
世
大
学
大
学
院
留
学
。
日
本
国
際
問

題
研
究
所
客
員
研
究
員
。
著
書
に
『
朝
鮮

半
島
と
国
際
政
治
』（
共
編
著
）『
大
量
破
壊

兵
器
の
軍
縮
論
』『
米
日
韓 

反
目
を
超
え
た

提
携
』（
訳
書
）
な
ど
。

米
韓「
未
来
連
合
司
令
部
」構
想
と

ト
ラ
ン
プ
政
権

―
―
変
則
的
指
揮
体
系
の
可
能
性
と
限
界
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槿
恵
政
権
初
期
に
議
論
さ
れ
、
米
国
と
合
意
さ
れ
な
が
ら
挫
折
し
た

「
連
合
戦
区
司
令
部
」
と
同
様
の
体
系
を
も
つ
。
か
く
し
て
冒
頭
に

示
し
た
通
り
、
米
韓
両
国
の
国
防
長
官
は
昨
年
一
〇
月
末
の
第
五
〇

回
米
韓
安
保
協
議
会
で
、
改
め
て
「
未
来
連
合
司
令
部
」
の
構
成
を

確
認
し
た
。
な
お
、
こ
こ
で
は
、
韓
国
軍
大
将
が
「
未
来
連
合
司
令

部
」
で
司
令
官
と
な
る
べ
く
、
米
韓
連
合
軍
司
令
部
を
韓
国
国
防
部

に
移
転
さ
せ
る
た
め
の
準
備
も
点
検
し
た
と
い
う
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
二
国
間
、
多
国
間
を
問
わ
ず
、
米
軍
が
副
司

令
官
と
し
て
他
国
軍
の
作
戦
統
制
を
受
け
る
同
盟
は
な
い
。
そ
も
そ

も
、
米
軍
が
他
国
軍
の
作
戦
統
制
下
に
入
る
と
い
う
、
に
わ
か
に
は

考
え
に
く
い
構
想
は
、
米
軍
の
指
針
と
整
合
す
る
の
か
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
断
片
的
に
せ
よ
、
一
九
九
四
年
五
月
に
下
さ
れ
た
大
統
領
令

（
Ｐ
Ｄ
Ｄ
）-

25
が
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
米
憲
法
上
、

米
軍
の
指
揮
権
（com

m
and

）
が
他
国
の
指
揮
権
の
下
に
入
る
こ

と
は
禁
じ
ら
れ
る
と
し
な
が
ら
も
、
特
定
の
軍
事
目
的
に
限
定
さ
れ

た
作
戦
統
制
権
（operational control

）
に
つ
い
て
は
、
統
一
作

戦
の
た
め
に
賢
明（prudent

）、あ
る
い
は
有
利（advantageous

）

な
ら
ば
、
米
軍
が
他
国
軍
の
作
戦
統
制
下
に
入
る
こ
と
を
妨
げ
な
い

と
記
さ
れ
て
い
た
。

　

た
だ
し
、韓
国
が
「
戦
時
」
に
陥
っ
た
と
き
、「
未
来
連
合
司
令
部
」

が
韓
国
軍
司
令
官
の
作
戦
統
制
の
み
を
受
け
る
と
は
限
ら
な
い
。「
未

来
連
合
司
令
部
」
で
米
軍
が
副
司
令
官
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
在
韓

米
軍
司
令
官
が
国
連
軍
司
令
官
を
兼
ね
る
以
上
、
韓
国
「
戦
時
」
の

際
、
国
連
軍
基
地
の
指
定
を
受
け
た
在
日
米
軍
基
地
か
ら
の
発
進
は

国
連
軍
司
令
官
の
下
に
行
わ
れ
、
朝
鮮
戦
争
で
国
連
軍
を
構
成
し
た

他
の
「
派
遣
国
」
の
行
動
も
ま
た
、
国
連
軍
司
令
官
の
指
揮
下
で
行

わ
れ
る
。
国
連
軍
司
令
部
が
解
体
さ
れ
な
い
限
り
、
日
本
を
含
む
地

域
全
体
、
あ
る
い
は
「
派
遣
国
」
へ
の
指
揮
は
、
国
連
軍
司
令
官
を

兼
ね
る
米
軍
に
し
か
行
え
ず
、
こ
の
権
能
を
韓
国
軍
は
代
替
で
き
な

い
。
昨
年
二
月
の
米
下
院
で
、ブ
ル
ッ
ク
ス
が
「
未
来
連
合
司
令
部
」

の
下
で
も
米
軍
は
、
引
き
続
き
米
国
の
国
家
権
威
の
下
で
作
戦
を
行

う
（operate under U

.S. national authorities

）
と
述
べ
た
の

は
、
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
で
も
あ
る
。

ト
ラ
ン
プ
政
権
と
「
未
来
連
合
司
令
部
」

　

か
つ
て
「
経
済
的
費
用
」
か
ら
同
盟
を
管
理
し
よ
う
と
し
た
米
大

統
領
は
い
な
い
。
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
就
任
前
か
ら
在
韓
米
軍
を
含

む
在
外
米
軍
の
削
減
と
駐
留
経
費
の
負
担
増
を
同
盟
相
手
国
に
求
め

て
い
た
が
、
そ
の
姿
勢
は
「
未
来
連
合
司
令
部
」
構
想
に
ど
の
よ
う

に
作
用
す
る
の
か
。

　

確
か
に
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
姿
勢
に
対
し
て
在
韓
米
軍
の
継
続

駐
留
を
主
張
す
る
声
も
聞
か
れ
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
昨
年
五
月
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国
型
ミ
サ
イ
ル
防
衛
」（
Ｋ
Ａ
Ｍ
Ｄ
）
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
射

程
を
延
ば
し
た
韓
国
の
弾
道
ミ
サ
イ
ル
を
主
軸
と
す
る
「
大
量
応
懲

報
復
戦
略
」（
Ｋ
Ｍ
Ｐ
Ｒ
）
を
進
め
る
こ
と
を
発
表
し
た
。
こ
れ
ら

は
後
に
「
三
軸
体
系
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
北
朝
鮮
の
ミ
サ
イ
ル
発
射
の
兆
候
を
い
ち
早

く
察
知
す
る
に
は
、
米
軍
の
情
報
・
監
視
・
偵
察
（
Ｉ
Ｓ
Ｒ
）、
指

揮
・
統
制
・
通
信
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
情
報
処
理
（
Ｃ
４
Ｉ
）
に
依

存
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
韓
国
が
「
戦
時
」
作
戦
統
制
権
を
回
収
す
る

上
で
課
せ
ら
れ
た
「
条
件
」
の
多
く
は
、
米
軍
の
Ｉ
Ｓ
Ｒ
、
Ｃ
４
Ｉ

を
韓
国
軍
が
補
完
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
韓
国
軍
が
「
戦
時
」
作
戦

統
制
権
を
回
収
し
よ
う
と
す
る
ほ
ど
に
、
米
軍
の
Ｉ
Ｓ
Ｒ
と
Ｃ
４
Ｉ

を
韓
国
軍
が
補
完
す
る
こ
と
が
い
か
に
困
難
か
を
認
識
し
た
に
違
い

な
い
。
か
く
し
て
二
〇
一
四
年
の
第
四
六
回
米
韓
安
保
協
議
会
で
、

現
行
の
米
韓
連
合
軍
司
令
部
を
維
持
す
る
こ
と
に
合
意
し
、以
降「
戦

時
」
作
戦
統
制
権
の
返
還
は
「
条
件
ベ
ー
ス
」
で
協
議
す
る
こ
と
が

決
定
し
た
。
韓
民
求（
ハ
ン・ミ
ン
グ
）国
防
部
長
官
は
、「
二
〇
二
〇

年
代
半
ば
」
に
「
三
軸
体
系
」
を
整
備
す
る
と
し
て
、「
戦
時
」
作

戦
統
制
権
の
問
題
は
沈
静
化
し
て
い
っ
た
。

「
未
来
連
合
司
令
部
」
構
想
の
輪
郭
と
限
界

　

文
在
寅
政
権
の
発
足
は
、
い
っ
た
ん
沈
静
化
し
た
「
戦
時
」
作
戦

統
制
権
の
議
論
を
再
燃
さ
せ
た
。
北
朝
鮮
の
度
重
な
る
核
・
ミ
サ
イ

ル
実
験
と
ト
ラ
ン
プ
米
政
権
発
足
で
米
朝
間
の
緊
張
が
高
ま
っ
て
い

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
在
寅
は
二
〇
一
七
年
六
月
末
か
ら
の
初
訪

米
の
際
、「
戦
時
」
作
戦
統
制
権
の
返
還
を
「
早
急
に
」
進
め
る
こ

と
を
求
め
、こ
れ
を
盛
り
込
ん
だ
共
同
声
明
を
発
表
し
た
。「
早
急
に
」

と
は
、
盧
武
鉉
政
権
期
の
米
韓
合
意
が
後
の
保
守
政
権
に
よ
っ
て
覆

さ
れ
た
経
緯
を
考
え
て
も
、
文
在
寅
が
選
挙
公
約
に
謳
っ
た
「
任
期

中
」
と
同
義
と
考
え
て
よ
い
。

　

こ
れ
を
受
け
同
年
一
〇
月
末
、
マ
テ
ィ
ス
米
国
防
長
官
と
宋
永
武

（
ソ
ン
・
ヨ
ン
ム
）
韓
国
国
防
部
長
官
が
第
四
九
回
韓
米
安
保
協
議

の
共
同
声
明
で
、
文
在
寅
訪
米
で
確
認
さ
れ
た
「
早
急
な
」
を
冠
し

つ
つ「
戦
時
」作
戦
統
制
権
の
返
還
を
進
め
る
と
表
明
し
た
。た
だ
し
、

こ
の
共
同
声
明
の
一
文
―
―
「
未
来
連
合
司
令
部
の
組
織
草
案
が
更

新
さ
れ
た
」
―
―
に
は
注
意
が
払
わ
れ
て
よ
い
。
こ
れ
を
字
義
通
り

解
釈
す
れ
ば
、
か
り
に
「
戦
時
」
作
戦
統
制
権
が
韓
国
軍
に
返
還
さ

れ
た
後
で
も
、
米
韓
両
軍
は
連
合
軍
で
あ
り
続
け
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
で
指
摘
す
べ
き
は
、
ブ
ル
ッ
ク
ス
在
韓
米
軍
司
令
官
が
昨
年

二
月
の
米
下
院
軍
事
委
員
会
で
行
っ
た
発
言
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
ブ

ル
ッ
ク
ス
は
「
未
来
連
合
司
令
部
」
に
触
れ
た
上
で
、
そ
こ
で
は
韓

国
が
「
戦
時
」
作
戦
統
制
権
を
回
収
し
た
後
、
米
軍
大
将
が
副
司
令

官
と
な
る
と
述
べ
た
。
そ
う
な
れ
ば
「
未
来
連
合
司
令
部
」
は
、
朴
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を
超
え
、
こ
れ
ま
で
の
五
年
だ
っ
た
有
効
期
限
も
一
年
に
短
縮
さ
れ

た
。
次
年
度
以
降
、米
国
は
さ
ら
な
る
増
額
を
求
め
て
く
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
に
韓
国
が
応
じ
き
れ
ず
、
米
国
が
ソ
ウ
ル
以
北
に
駐
留
す
る
部

隊
の
削
減
に
着
手
す
れ
ば
、
ソ
ウ
ル
以
北
の
防
衛
は
韓
国
軍
が
主
体

と
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、「
米
韓
共
同
局
地
挑
発
対
備
計
画
」
も
大
幅

な
修
正
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
趨
勢
は
、「
戦
時
」
作
戦
統
制
権
の

回
収
を
加
速
さ
せ
、
さ
ら
に
「
未
来
連
合
司
令
部
」
の
構
成
に
拍
車

を
か
け
る
か
も
し
れ
な
い
。

作
戦
統
制
権
と
軍
事
技
術
と
の
格
差

　

ブ
ル
ッ
ク
ス
が「
未
来
連
合
司
令
部
」に
言
及
し
て
以
来
、「
戦
時
」

作
戦
統
制
権
の
韓
国
返
還
は
、
朴
槿
恵
政
権
期
に
合
意
さ
れ
た
よ
う

に
「
条
件
ベ
ー
ス
」
で
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
、
朴
槿
恵
政
権
期
、
韓
民
求
国
防
部
長
官
が
「
三
軸
体
系
」
の
整

備
を「
二
〇
二
〇
年
代
半
ば
」に
設
定
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

文
在
寅
政
権
は
「
国
防
中
期
計
画
」
で
そ
の
整
備
を
「
二
〇
二
〇
年

代
初
め
」
に
「
前
倒
し
」
に
し
て
い
る
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、韓
国
が「
戦
時
」作
戦
統
制
権
を
回
収
す
る「
条

件
」
を
満
た
す
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
一
七
年
八
月
に
防
衛
事
業

庁
が
公
表
し
た
計
画
で
は
、
北
朝
鮮
の
ミ
サ
イ
ル
発
射
の
兆
候
を
察

知
す
る
軍
事
偵
察
衛
星
五
機
を
二
一
年
か
ら
三
年
の
間
で
打
ち
上
げ

る
と
い
う
が
、
こ
の
計
画
が
完
成
す
る
二
三
年
に
は
、
文
在
寅
は
大

統
領
任
期
を
終
え
て
い
る
。
そ
の
間
に
「
未
来
連
合
司
令
部
」
の
構

成
を
強
行
す
れ
ば
、
そ
こ
で
韓
国
軍
は
、
米
軍
の
Ｉ
Ｓ
Ｒ
と
Ｃ
４
Ｉ

に
ほ
ぼ
全
面
的
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
限
り
で
「
未
来
連

合
司
令
部
」
は
、
そ
れ
が
構
成
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
運
用
に
お

い
て
現
在
の
米
韓
連
合
軍
司
令
部
よ
り
も
緩
や
か
で
、
副
司
令
官
が

大
き
な
発
言
力
を
持
つ
司
令
部
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　

懸
念
す
べ
き
は
、
本
来
、
韓
国
が
「
戦
時
」
作
戦
統
制
権
を
回
収

す
る「
条
件
」だ
っ
た
韓
国
軍
の
軍
事
技
術
の
進
展
と
は
無
関
係
に
、

ト
ラ
ン
プ
政
権
の
防
衛
分
担
金
の
増
額
要
求
に
韓
国
が
応
じ
き
れ

ず
、
在
韓
米
軍
が
削
減
さ
れ
る
結
果
と
し
て
、「
未
来
連
合
司
令
部
」

が
構
成
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
司
令
部
は
、
現
行
の
米
韓
連
合

軍
司
令
部
よ
り
も
即
応
力
と
機
動
力
を
落
と
し
た
司
令
部
に
な
る
。

　

朴
槿
恵
政
権
が
「
連
合
戦
区
司
令
部
」
を
断
念
し
た
の
は
、
韓
国

軍
が
米
軍
の
Ｉ
Ｓ
Ｒ
、
Ｃ
４
Ｉ
を
補
完
す
る
こ
と
は
難
し
く
、「
連

合
戦
区
司
令
部
」
が
構
成
さ
れ
て
も
、
北
朝
鮮
に
対
す
る
抑
止
機
能

の
レ
ベ
ル
を
落
と
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
懸
念
か
ら
だ
っ
た
。
文
在

寅
政
権
が
朴
槿
恵
と
同
じ
判
断
を
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
ト
ラ
ン
プ

政
権
の
在
韓
米
軍
の
削
減
な
ど
、
朴
槿
恵
政
権
に
は
な
か
っ
た
要
因

に
よ
っ
て
、「
未
来
連
合
司
令
部
」
が
構
成
さ
れ
る
こ
と
は
想
定
し

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
●
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下
院
軍
事
委
員
会
で
通
過
し
た
「
二
〇
一
九
年
会
計
年
度
国
防
授
権

法
修
正
条
項
」
は
、「
在
韓
米
軍
を
二
万
二
〇
〇
〇
人
以
下
に
縮
小

し
な
い
こ
と
」
を
盛
り
込
ん
で
い
た
。
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
が
「
経
済

的
費
用
」
か
ら
在
韓
米
軍
の
削
減
に
着
手
し
か
ね
な
い
不
確
実
性
か

ら
米
韓
同
盟
が
動
揺
す
る
リ
ス
ク
を
議
会
の
側
か
ら
制
御
し
た
形
と

な
っ
て
い
る
。
実
際
、
そ
の
翌
月
の
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
米
朝
首
脳
会

談
後
の
記
者
会
見
で
、
ト
ラ
ン
プ
は
在
韓
米
軍
に
つ
い
て
「
い
ま
、

す
る
こ
と
で
は
な
い
」
と
断
り
な
が
ら
も
、「
い
つ
か
」
撤
収
さ
せ

た
い
希
望
を
率
直
に
語
り
、「
莫
大
な
資
金
を
節
約
で
き
る
」
と
し

て
米
韓
合
同
軍
事
演
習
「
乙
支
フ
ォ
ー
カ
ス
・
ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
」
の

中
止
を
発
表
し
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
修
正
条
項
を
加
え
た
国
防
権
限
法
は
、
八
月
に
ト
ラ

ン
プ
大
統
領
の
署
名
を
得
て
発
効
し
た
が
、
在
韓
米
軍
の
「
縮
小
が

同
盟
国
の
安
全
保
障
を
大
幅
に
弱
体
化
」
し
な
い
こ
と
を
国
防
長
官

が
保
証
し
な
い
限
り
」
が
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
翻
れ
ば
、
国
防
長

官
が
在
韓
米
軍
縮
小
に
よ
り
、
韓
国
の
安
全
保
障
を
大
幅
に
弱
体
化

し
な
い
こ
と
を
保
証
す
れ
ば
、
縮
小
は
可
能
と
な
る
。
そ
も
そ
も
、

国
防
授
権
法
と
は
、
国
防
総
省
に
予
算
権
限
を
与
え
る
た
め
の
法
律

で
あ
り
、
毎
年
制
定
さ
れ
る
。「
二
〇
一
九
年
会
計
年
度
国
防
授
権

法
修
正
条
項
」
も
、
字
義
通
り
一
九
年
会
計
年
度
の
予
算
執
行
に
関

す
る
も
の
で
、
二
〇
年
度
以
降
も
継
承
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。

　

加
え
て
考
慮
す
べ
き
は
、
国
防
授
権
法
が
発
効
し
た
翌
九
月
に
平

壌
で
の
南
北
首
脳
会
談
で
交
わ
さ
れ
た
「
板
門
店
宣
言
履
行
の
た
め

の
軍
事
分
野
合
意
書
」
で
あ
ろ
う
。
こ
の
文
書
に
は
兵
力
引
き
離
し

を
含
む
多
く
の
信
頼
醸
成
措
置（
Ｃ
Ｂ
Ｍ
）が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

わ
け
て
も
、
陸
上
の
「
敵
対
行
為
禁
止
区
域
」
が
定
着
す
る
な
ら
、

ソ
ウ
ル
以
北
に
残
留
す
る
米
兵
力
の
効
用
は
低
下
す
る
。
朴
槿
恵
政

権
期
、
北
朝
鮮
の
局
地
的
な
武
力
行
使
に
対
処
す
べ
く
「
米
韓
共
同

局
地
挑
発
対
備
計
画
」
が
作
成
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
「
米
韓
共
同
」

と
は
い
え
、「
戦
時
」
を
宣
言
し
た
米
軍
が
ソ
ウ
ル
以
北
の
米
兵
力

を
主
力
と
し
て
、
韓
国
軍
に
作
戦
統
制
権
を
行
使
し
て
対
処
す
る
と

さ
れ
た
。
し
か
し
、「
敵
対
行
為
禁
止
区
域
」
が
定
着
し
て
い
け
ば
、

あ
え
て
ソ
ウ
ル
以
北
に
米
軍
が
駐
留
す
る
必
要
は
な
く
な
る
。
ソ
ウ

ル
以
北
に
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
配
備
さ
れ
る
機
甲
旅
団
戦
闘
団
を
は
じ

め
、
第
二
一
〇
砲
兵
旅
団
の
駐
留
に
も
疑
問
符
が
つ
く
。

　

振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、「
未
来
連
合
司
令
部
」
構
想
は
、
軍
人
出

身
で
同
盟
重
視
と
し
て
知
ら
れ
た
マ
テ
ィ
ス
国
防
長
官
の
下
で
議
論

さ
れ
た
。
マ
テ
ィ
ス
が
政
権
を
去
っ
た
い
ま
、
朝
鮮
半
島
が
再
び
緊

張
状
態
に
陥
っ
た
と
き
の
た
め
に
在
韓
米
軍
の
水
準
を
維
持
し
よ
う

と
す
る
力
学
は
働
き
に
く
い
。

　

今
年
二
月
、
米
韓
間
で
防
衛
費
分
担
金
特
別
協
定
（
Ｓ
Ｍ
Ａ
）
が

難
航
の
末
に
妥
結
し
た
が
、
韓
国
の
負
担
額
は
初
め
て
一
兆
ウ
ォ
ン


